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（議案第４２号） 

 

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞ 

特別区においては、国民健康保険事業水準の均衡を図り、安定的な事業運営に資するた

め、保険料率等について共通基準を設定することとしているところであるが、このたび、

東京都が令和２年度の「標準保険料率」を公表したことを受け、これを基準としつつ、共

通基準が改定されたところである。 

また、国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料負担の公平性の確保及び中低所

得層の保険料負担の軽減を図る観点から、基礎賦課額に係る賦課限度額等を改定すること

等とされたところである。 

これらのことに伴い、保険料率等を改定する等の必要があるため、この条例案を提出す

る。 

なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その

答申を踏まえて、作成したものである。 

 

＜改正の概要＞ 

１ 基礎賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の７．２５」から「１００分の

７．１４」に改め、基礎賦課額の賦課限度額を「６１万円」から「６３万円」に改める。

（第１４条の４及び第１４条の８） 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の２．２４」か

ら「１００分の２．２９」に、被保険者均等割を「１万２，３００円」から「１万２，

９００円」に改める。（第１４条の１２） 

３ 介護納付金賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の１．７８」から「１０

０分の２．０９」に改め、介護納付金賦課額の賦課限度額を「１６万円」から「１７万

円」に改める。（第１５条の４及び第１５条の５） 

４ 一定の所得以下の世帯に対して被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に

伴い改めるとともに、減額の対象となる世帯の判定に係る所得の基準を引き上げること

とする。（第１８条の２） 

 

＜実施の時期等＞ 

１ 令和２年４月１日から施行する。（附則第１項） 

２ 必要な経過措置について定める。（附則第２項） 

 


